
別表１（第６条関係） 

板橋区本庁舎北館 

施設整備方針策定支援業務委託 

１次審査表 

 

社 

 

●参加資格の有無（「○」は参加資格有、「×」は参加資格無） 

※１つでも参加資格を有しない項目があった場合、その応募者は第２次審査へ進めない。 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当し

ない。 

 東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱（平成 17 年３月 31 日区

長決定）による指名停止を受けていない。 

 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく、１級建築士

事務所の登録を５年以上行っている。 

 経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項に

基づき再生手続き開始の申し立てを受けたとき、手形または小切手不渡り

になったとき等をいう）にない者である。 

 参加事業者又はその役員等が以下の項目に該当しない。 

ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。 

イ 暴力団員等を雇用している。 

ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。 

 提案金額が契約上限額の範囲内である。 

 提出された書類の記載事項に虚偽がない。 

 

  



 

 

社 

 

●審査項目及び審査基準 

※審査項目に対して提案がない場合には、その項目の採点を「０点」とする。 

項番 審査項目 審査基準 配点 

１ 
提案内容 

【重要項目①】 

区が求めている内容を理解し、取りまとめ

る整備方針の構成などについて具体的な提

案がされているか。 

大変優れている：10点 

優れている  ：７点 

普通     ：５点 

やや劣る   ：３点 

劣る     ：１点 

点/10点 

２ 提案金額 

以下基準を参考に採点する。 
契約上限額×80～95％：５点 
契約上限額×96～100％:４点 
契約上限額×75～79％：３点 
契約上限額×65～74％：２点 

契約上限額×65％未満：１点 

点/５点 

３ 
受託実績 

【重要項目②】 

過去 10年間（平成 27年４月１日から令和

７年４月１日まで）で地方公共団体発注に

よる同種・類似の案件（整備構想・整備計

画（基本構想・基本計画）策定支援業務）

を受託した業務実績の有無 

点/５点 

得点 点/20点 

※重要項目順位は ① ＞ ② とする。 

※得点が同点の場合、重要項目順位が高い項目の点数が高い順に決定する。 

 


